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県の回答要旨

１　森林の保全・再生事業に関すること

　県では、新規に就労した方や他業種から参入す
る方を対象とした研修や、既に林業に従事してい
る方が、より高度な技術・知識を習得するための
研修など、様々なレベル・内容の研修を実施（ま
たは実施の支援を）して、林業の担い手の確保・
育成を図っています。
　また、平成21年度からは、こうした様々な技術
レベルの担い手を育成する「かながわ森林塾」を
開校し、より一層の人材確保に務めてまいりま
す。

２　水源環境への負荷軽減事業に関すること

(1)
公共下水道の未設置地域においては、
市町村設置型の浄化槽整備を推進して
もらいたい

　現在、市町村設置型の合併処理浄化槽は相模原
市、山北町以外では導入されていませんが、今後
は他の市町村に対しても、整備導入を積極的に働
きかけてまいります。

(2)
ダム集水域だけでなく、寒川取水堰上
流における生活排水等への対策を推進
してもらいたい

　県では、関連市町と連携して流域下水道事業を
実施しているほか、国と協調して市町村に対して
合併処理浄化槽設置の助成を行い、単独浄化槽か
ら合併処理浄化槽への転換を進めています。
　また、事業所等からの排水についても、関係法
令等に基づき、引き続き適切な指導監視を行って
まいります。

３　情報の提供・理解の促進に関すること

(1)
施策の必要性、事業実績や目標達成度
などを具体的に分かりやすく情報提供
してもらいたい

　今年度、事業実施箇所を県ホームページに掲載
いたしました。今後も県民会議の御意見を踏ま
え、分かりやすい情報提供に務めてまいります。

(2)
小学校・中学校の体験学習に取り入れ
るなど次世代を担う子どもへの啓発を
促進してもらいたい

　従来から一部小・中学校において、植樹体験や
下草刈りなどの取組を行っているほか、水源地域
と都市地域に住む小学生の交流事業を行っていま
す。今後もこうした取組の充実を図ってまいりま
す。

(3)
県民一人一人が納付している税額を分
かるように示してもらいたい

　水源環境保全・再生のための個人県民税の超過
課税については定額・定率であることから、現在
のところご負担いただく具体的な額をお知らせし
ていませんが、いただいた御意見は今後の参考と
させていただきます。

第４回・第５回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム
意見報告書に対する県の回答について（概要）

県内林業従事者の育成を図ってもらいたい

県民フォーラム意見
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番
号

項
目

内容 回答
主な対応

所属

1

情
報
提
供
・
啓
発
関
連

【税の使われ方について】
スタートして１年経ちました。どの辺り
の山林が良い方向に変化しているのか、
具体的に目に見える改善地はどこにある
のか、教えて欲しいと思います。
納税者としては否応もなく納めておりま
すので、わずかであるが参加している共
同意識を持ちたいです。

　県のホームページ内の「かながわの水源環境の保全・再
生をめざして」に、事業実施箇所を記載した画像を掲載し
ています。また、同ホームページ内の「e～かなマップ（統
合型GIS）」にも、平成19年度の事業実施箇所を年度内に掲
載する予定であります。

土地水資
源対策課

2

水源の森林地域から離れたエリアの人に
こそもっと現状を理解してもらうことが
必要だと強く感じました。

　県では、県民の皆様に水源環境保全・再生の取組に対す
るご理解をいただくため、分かり易い広報、情報提供に努
めるとともに、都市地域の皆様に水の大切さを知っていた
だくため、水源地域と都市地域間の上下流交流の推進に努
めております。
　また、水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムを横
須賀・三浦地域に引き続き、横浜・川崎地域で開催し、都
市地域の皆様に「水がどこからくるのか」、「水源地域の
現状がどうなっているのか」を御紹介し、都市地域と水源
地域の連携について御意見をいただきました。
　引き続き、様々な機会を捉え、水源地域の現状を広く県
民の皆様に知っていただくよう取り組んでまいります。

土地水資
源対策課

3

水源環境の保全の大切さを再認識しまし
た。同時に、広く市民に知らせていく必
要を痛感しました。

　県では、水源環境保全・再生の取組について、県の広報
紙やホームページ、あるいは今回のような県民フォーラム
や小単位のグループの会合などに職員が直接赴き説明させ
ていただく「出前懇談会」などの機会を通して、情報提供
を行っております。今後も水源環境保全・再生の取組状況
について、様々な機会を捉え、県民の皆様への分かり易い
広報、情報提供に努めてまいります。

土地水資
源対策課

4

税の使われ方を情報発信(→HPでどこの
森でどのように、というように具体的に
詳しく)して、県民にわかるようにして
欲しい。
他の税よりは、OPENにする姿勢が大いに
感じられるのは評価します。

　県のホームページ内の「かながわの水源環境の保全・再
生をめざして」に、事業実施箇所を記載した画像を掲載し
ています。また、同ホームページ内の「e～かなマップ（統
合型GIS）」にも、平成19年度の事業実施箇所を年度内に掲
載する予定であります。
　今後とも、県民の皆様への分かり易い広報、情報提供に
努めてまいります。

土地水資
源対策課

5

使われている税の広報。 　県では、県民の皆様に水源環境保全・再生の取組へのご
理解をいただくため、分かり易い広報、情報提供に努めて
いるところです。平成２０年度の新たな取組として、
ニュースレターの発行や県ホームページへの掲載情報の充
実などを実施しております。
　今後も県民会議における検討をもとに、県民の皆様への
ＰＲにより一層努めてまいります。

土地水資
源対策課

6

小学校・中学校の体験学習に取り入れて
ほしい。

　各小・中学校では、教科等のねらいを踏まえ体験活動を
行っており、内容については、児童・生徒、学校及び地域
等の実情に応じて決めております。ご意見の内容について
は、今後の参考にさせていただきます。
　なお、県では、水源地域の現状と水の大切さを知っても
らうため、平成19年度から水源地域に住む小学生と都市地
域に住む小学生が交流を行う小学校間交流を開始しており
ます。また、平成20年度からは、中学生水の作文コンクー
ルに水源環境賞を創設するなど、次世代を担う子どもたち
に水源環境保全・再生の必要性や水の大切さを知ってもら
う様々な取組を推進しております。

教育局
子ども教
育支援課

土地水資
源対策課

7

県
外
対
策

山梨県側の水源地域の浄化槽への補助は
あるのでしょうか。

　神奈川県では、現在山梨県と共同で「相模川水系流域環
境共同調査」を実施しています。これは、山梨県内の相模
川・桂川流域における森林の状況や水質汚濁負荷の発生状
況、生活排水処理状況等を調査するものです。これらの調
査結果を踏まえ、どのような対策を進めていくか、今後検
討していきます。

土地水資
源対策課

第４回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム（横須賀・三浦地域フォーラム）意見等への回答　
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番
号

項
目

内容 回答
主な対応

所属

第４回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム（横須賀・三浦地域フォーラム）意見等への回答　

8

そ
の
他

（パネリスト坂本氏への質問）
【都市住民が指向する新しいライフスタ
イルについて】
①里山で、土日・休日(夏休み・冬休
み・連休)を楽しむ人々の動向につい
て、将来拡大の方向にあるか否か。
②より魅力を感じてもらう工夫につい
て、更に次なる里の案内人の構想・ヴィ
ジョンについて話していただければ幸い
です。
③林業とのかかわりを里の案内人として
どう構想されますでしょうか。

①都市部から比較的近く、自然豊かである宮ヶ瀬ダム周辺
は土日・祝日に訪れる観光客は多く、季節毎のイベントへ
の参加も大きな反響を呼んでいます。森林整備や里山への
関わりという点では、まだ大きなうねりとなっていません
が、生き甲斐や余暇充実の一つとして定期的に山に関わろ
うというプログラムが近年になってようやく提示されるよ
うになってきました。水源地としての価値は計り知れない
土地柄ですので、今後も関心を持つ方達と一緒になって森
林、里山の整備に取り組んでいける土壌作りを用意してい
く必要があると考えています。
②自然の移り変わりとそこで暮らす人達とのふれあいや、
生き物達が脚光を浴びて、地域の自信や自慢、そして活性
化が図られていくことを望みます。里の案内人として地域
の優秀な人材をコーディネートしつつ、エコツアーなどの
商品化を進め、それが定着することで経営という側面にも
進化を図りたいと考えています。
③森林の荒廃ぶりを改善し水源環境を向上させていくため
には、林業関係者の方達とも連携して山の価値を高めてい
くことに里の案内人として関わっていくことが必要だと考
えます。炭焼き、薪割り、ツルカゴ作り、シイタケ栽培な
どの教室への反響も多く、森林整備への参加教室と一連の
体験教室を関連づけるプログラムに今年は挑戦していま
す。色々と仲間が集まることでパワーアップしていけると
考えています。

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
坂本氏

9

（パネリスト宮野氏への質問）
｢下流域の影響が上流にも出ている｣とい
うのはどういうことか。逆流があるとい
う意味か。

　逆流がある訳ではなく、下流の都市活動によって大気中
に排出された窒素酸化物や硫黄酸化物が、風に乗って上流
域に移り、雨に含まれて降り注ぐ現象があります。酸性雨
や富栄養化の原因にもなっています。水の循環を踏まえ水
質面を考えると、下流の影響が上流に出るという意味で
す。

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
宮野氏

10

（パネリスト宮野氏への質問）
不法投棄の撤去について、イタチごっこ
だと思いますが、対策は取っていらっ
しゃるのでしょうか。(横須賀市も不法
投棄問題では、悩んでいます。)
ボランティアの方々が、定期的に撤去作
業などを行っていらっしゃるのでしょう
か。

　イタチごっこという場所もありますが、撤去作業をする
ことで、捨てにくい環境を作っていることは確かだと思い
ます。
　私たち流域協議会では、自分たちで川沿いのゴミを撤去
することの他に、ボランティア団体への活動支援もしてい
ます。

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
宮野氏

11

【丹沢のブナ林について】
立ち枯れ対策は？
立ち枯れの主原因は酸性雨だと聞く。こ
の酸性雨の原因は中国の大気汚染だとい
う。
とするとすぐにはこの状況は改善しない
と考えられる。
この酸性雨への対策は？ブナ林で大丈夫
なのだろうか？

　現在、自然環境保全センターでは、環境科学センター等
他機関の協力のもと、ブナ林の衰退の原因解明を行ってお
りますが、決定的な証拠をつきとめるには至っていない状
況にあります。そのため今後とも調査を継続するととも
に、ブナ林を保全するための手法等についても検討してい
きたいと考えております。

緑政課

12

山梨県側水源地での宿泊体験ツアーを希
望します。

　山梨県側との関係では、相模湖・津久井湖の富栄養化対
策が大きな課題となっておりますので、「かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画」の計画期間である平成19～
23年度の５か年間に、まずは山梨県側の流域環境につい
て、神奈川・山梨両県が共同で調査を行い、その結果をも
とに今後の具体的な対策について検討していくこととして
おります。
　現在、両県の関係課の課長により構成される連絡協議会
を設置して、意見交換、検討を行い、森林の状況などにつ
いて調査を実施しているところです。
　ご意見は今後の参考とさせていただきます。

土地水資
源対策課
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番
号

項
目

内容 回答
主な対応

所属

1

森
林
整
備
等
関
連

【林業従事者の育成】
森林整備を本格的に長期的に行うに
は、若い人が安心して森林整備業に従
事できるようにしたい。給与等、県の
職員として迎えられないのか。

　森林整備の仕事は、現場条件が厳しく危険であることに加
え、林業作業の季節による偏り（枝打ちは秋・冬にしかできな
い、木材利用のための伐木は冬が適期など）に起因する低年収
（年間就労日数が少ない）、不安定な雇用形態（日給制、出来
高払いなど）など、非常に厳しいものがあります。
　そこで、県では、路網整備や高性能林業機械の導入、施業団
地化の促進等により、労働強度の軽減を図りつつ、生産性の向
上を図るための取組を進めています。また、県が発注する森林
整備業務については、従来、夏以降に発注することがほとんど
であったものを、作業の内容を見極めた上で、可能な限り春先
の発注を増やすよう努め、林業作業の季節による偏りの解消に
務めています。
　このような取組により森林組合や林業会社など林業事業体の
収益向上や経営安定化を図り、林業労働者が安心して働ける環
境作りや収入増につなげていきたいと考えています。

森林課

2

【地域水源林事業について】
秦野市のとりくみと水源再生保全施策
とのつながりがよく分からなかった。
はたして、里山の保全が水の質に影響
を与えているのか？

　里山林は、河川表流水や伏流水、地下水、湧水など地域にお
ける水源の保全にとって、重要な役割を果たしております。秦
野市は、地下水を主たる水道水源としており、そのかん養を目
的に市内の里山林の整備に努めております。神奈川県では、こ
の市の取組に対して、水源環境保全・再生施策の一環として財
政的支援を行っております。

土地水資
源対策課

3

【水源環境保全税収でかなり増額され
た森林整備予算に対して、森林事業者
が対応できるのか？】
森林整備に関する予算が一気に増額さ
れたが、実際のところ、それをすべて
担うことができるのか、つまり、神奈
川県の森林事業者は対応できるのか。

　県では、森林整備量の増大や多彩な森林づくりに対応するた
め、林業事業体（森林組合や林業会社など）に新規に就労した
方を対象とした研修や、造園業や土木業など他業種から新規に
参入する方のための研修、既に林業に従事している方が、より
高度な技術・知識を習得するための研修、森林施業の中でも特
に危険で高度な技術を要する、木材の伐出作業の安全で効率的
な技術を習得するための研修など、様々なレベル・内容の研修
を実施（または実施の支援を）して、林業の担い手の確保・育
成を図っています。
　また、平成21年度には「かながわ森林塾」を開校し、こうし
た様々な技術レベルの担い手を育成していくこととしていま
す。

森林課

4

負
荷
軽
減
（
排
水
・
河
川
等
）

【県内上流域で下水道整備をおこなう
と本当に相模川流域の水質は良くなる
のか？】
これは山梨県域での現地調査の結果だ
が、現状として、雨水・または生活排
水が直接河川に流入している事実がわ
かった。もちろんこのことはなんとか
しなければならないと感じるが、一方
で、大規模下水処理場の下流で簡易水
質検査（パックテスト）を行ったとこ
ろ、一時的に水質悪化が認められた。
本当に大規模下水処理施設の設置は流
域全体の水質改善に効果があるのか。

　神奈川県では、県民の水源となっている河川の水質保全と流
域の生活環境の改善を図るため、相模川流域において、県が事
業主体となって流域下水道事業を実施しています。水の汚れの
度合いを示す代表的指標であるＢＯＤ値(生物化学的酸素要求
量)の観測結果を見ると、相模川下流 馬入橋地点で昭和４０年
代はＢＯＤ値 ４mg/Lを超えていたものが、右岸処理場が昭和
４８年度に処理を開始した以降は、減少傾向にあり、平成１９
年度には１．８mg/Lとなっております。
　現在、山梨県と共同で「相模川水系流域環境共同調査」を実
施し、山梨県内の相模川・桂川流域における森林の状況や水質
汚濁負荷の発生状況、生活排水処理状況等を調査しています。
これらの調査結果を踏まえ、どのような対策を進めていくか、
今後検討していきます。

土地水資
源対策課

下水道課

第５回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム（横浜・川崎地域フォーラム）意見等への回答
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第５回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム（横浜・川崎地域フォーラム）意見等への回答

負
荷
軽
減
（
排
水
・
河
川
等
）

【公共下水道の未設置地区は早く合併
浄化槽の市町村整備を】
公共下水道が停滞している今、里山地
帯は、早く成果があり、浄化に何ら遜
色のない合併浄化槽の市町村整備事業
に転換すべきではないか。
人口の過疎地帯では、４割補助の個人
設置で、メンテナンスも劣り、神奈川
県が全国一、11条点検の低い点をどう
思うか。
水源の森も大切だが、水の流水経路上
の環境問題にも力を入れるべし。

　現在、合併処理浄化槽など生活排水処理施設の整備は、水質
汚濁防止法により市町村が行うこととされており、浄化槽を設
置する方に対して、市町村が設置費用の一部を助成する場合、
県では国と協調して市町村に対して助成を行っております。
　本県では、単独処理浄化槽がいまだ多く残っていることか
ら、合併処理浄化槽への転換を進めることが重要となっており
ます。とりわけ、市町村設置型の合併処理浄化槽は、市町村が
個人に代わって設置し、維持管理を行うことから、適切な管理
が実施できるため、河川などの公共用水域の水質の保全に有効
であると考えておりますが、ダム集水域の相模原市、山北町以
外では導入されておりません。今後はダム集水域以外の市町村
に対しても、市町村設置型合併処理浄化槽の整備導入を積極的
に働きかけてまいります。

大気水質
課

生活衛生
課

　また、環境省が実施している浄化槽行政組織等調査結果
（H18年度）では、神奈川県の11条検査受検率は全国で36位と
なっており、検査の必要性について、浄化槽管理者の理解が十
分に得られていない状況があると認識しています。
 このようなことから、県では、浄化槽管理者に浄化槽法定検
査受検促進の案内を発送しているほか、浄化槽の維持管理に関
する講習会の開催、電話や直接訪問による浄化槽使用者への説
明など、法定検査受検の必要性等について普及啓発を行い、受
検率の向上に取り組んでおります。

6

｢飲み水｣を得ている立場では、上流県
域との関係というか上流県からの負荷
をどう軽減化するかが気になります。
思うようにいかず計画を見直すようで
すが、ねばり強くやってください。

　神奈川県では、現在山梨県と共同で「相模川水系流域環境共
同調査」を実施しています。これは、山梨県内の相模川・桂川
流域における森林の状況や水質汚濁負荷の発生状況、生活排水
処理状況等を調査するものです。これらの調査結果を踏まえ、
どのような対策を進めていくか、今後検討していきます。

土地水資
源対策課

7

生態系に配慮した河川・水路整備が水
環境向上に必要と考えます。

　平成19年度からスタートした「かながわ水源環境保全・再生
実行５か年計画」に「河川・水路における自然浄化対策の推
進」を位置付け、市町村が行う、生態系に配慮した河川・水路
等の整備に対し、その財源として、交付金を交付しています。

土地水資
源対策課

5
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負
荷
軽
減
（
排
水
・
河
川
等
）

水源を保全していく取組みは大事なこ
とと思いますが、相模川下流の寒川取
水堰から取水している浄水場では、生
活雑排水・畜産排水・工場廃水(処理さ
れているものもあるでしょうが)等の流
入で水が汚染されている可能性もある
と思います。
実際、上流を水源としている人口と、
下流を水源としている人口の比率は、
どうなっているのでしょうか？上流域
の人口が圧倒的に多いようでしたら、
今の方向性はいいと思うのですが、そ
うでないのであれば、東京都のように
オゾンなどの高度処理を浄水場に導入
することも検討すべきではないでしょ
うか。
でないと、下流域から取水している水
を飲む人は、同じ税金を払っているの
に、その恩恵を受けた実感がないと思
います。

　県では、県民の水源となっている河川の水質保全と流域の生
活環境の改善を図るため、相模川流域において、関連市町と連
携し、流域下水道事業を実施しているほか、国と協調して市町
村に対して合併処理浄化槽設置の助成を行い、単独浄化槽から
合併処理浄化槽への転換を進めております。また、「水質汚濁
防止法」や「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関
する法律｣等に基づき、工場・事業所や畜舎等からの排水によ
る公共用水域の水質汚濁を防止するため、関係市町村と連携し
て、適切な指導監視を行っております。
　このような様々な取組みの結果、現在、相模川上・中流は環
境基準の河川Ａ類型（注）を満足する水質の河川となってお
り、県民のみなさまには、通常の浄水処理で水道法に定められ
た水質基準に充分適合する安全な水道水を供給しております。
　しかし、相模川のさらに上流の丹沢山塊等の水源地域の状況
を見ると、ブナ林の立ち枯れ等の自然林は荒廃し、戦後植林さ
れた人工林についても、安い外材の輸入に伴う林業の衰退とと
もに著しく荒廃している状況にあり、土砂流失等、水源かん養
境機能は大きく低下しており、将来に向けて、良質な水を安定
的に確保するためには、その集水域である水源地域の保全・再
生の取組が重要であります。

下水道課

大気水質
課

畜産課

企業庁水
道施設課

土地水資
源対策課

　水源地域の市町村も、公共用水域の水質の保全や森林の保全
に努めていますが、その恩恵を受ける下流域の多くの住人のた
めの取組すべてを、水源地域の市町村のみに求めることはでき
ません。
　このため、水源環境保全・再生施策の財源を、受益と負担の
関係を考慮し、水の利用者である県民の皆様に広くご負担して
いただく方式として、個人県民税の超過課税によるものとして
おります。

(注)河川A類型とは、河川の利用目的に応じて環境基準を定
め、AAからEまで６つの類型が指定されているうちAA類型に次
ぐもので、沈殿ろ過など通常の浄水操作で水道利用可能な水質
状況をいいます。

9

浄化槽、急いで下さい。 　平成19年度からスタートした「かながわ水源環境保全・再生
実行５か年計画」に基づき、富栄養化の状態にあるダム湖の水
質改善を図ることを目的として、県内ダム集水域（下水道計画
区域外）において、富栄養化の原因となる窒素・リンを除去す
る高度処理型の合併処理浄化槽の導入の促進を図っています。

土地水資
源対策課

10

情
報
提
供
・
啓
発
関

連
項
目

【19年度事業実績報告】
19年度事業内容(実績)をもっと具体的
に説明が一覧できるものが欲しい。
例えば、「○○市○○の森林名と費
用」、「○○市の○○の多自然川づく
りと費用」など誰でもがわかるように
説明して下さい。

　県のホームページ内の「かながわの水源環境の保全・再生を
めざして」に、事業実施箇所を記載した画像を掲載していま
す。また、同ホームページ内の「e～かなマップ（統合型
GIS）」にも、平成19年度の事業実施箇所を年度内に掲載する
予定であります。

土地水資
源対策課

11

【野山を持たない子供達に、緑の大切
さを伝えたい】
横浜市港南区→南区→中区内を流れる
大岡川は、春先に、弘明寺から下流、
日ノ出町あたりまで、花見でにぎわい
ます。このとき川からの悪臭はほとん
どありませんが、６月頃からの引き潮
時に、ヘドロのようなニオイがありま
す。
川は、せまい地域のみで成り立つもの
でないと思います。
南区内において、水源となる林や里山
が無い中で、いかに子供達(幼・小・
中・高)に意識を持たせるか、という取
組はどのように考え、実行・実績があ
れば、聞きたい。パンフレット作成で
事済むものではないと思うが。
毎年７月初旬、南区内平楽中学校の｢ま
ちから学ぶ時間｣で、大岡川の環境を
バードウオッチングを通して学習して
いるので、参考としたい。

　県内の各小・中学校では、教科や総合的な学習の時間で、地
域学習や環境に関する学習を行っております。具体的には、自
然体験としての学校林を活用した教育活動、保全活動としての
グリーンカーテンの設置、植樹体験や下草刈りなどの取組がみ
られます。
　県立高校では、地域貢献活動・ボランティア活動を教育活動
に位置付け、各学校がそれぞれの特色を生かし、地域と連携す
るなどして、学校周辺の清掃や里地里山の保全活動、河川清掃
などに取り組んでおります。
　児童・生徒への環境についての意識付けや課題解決などの学
習活動を進めることは大切であり、今後もこうした取組や環境
に関する教育の充実を図っていきたいと考えております。
　また、県では、水源地域の現状と水の大切さを知ってもらう
ため、平成19年度から水源地域に住む小学生と都市地域に住む
小学生が交流を行う小学校間交流を開始するとともに、平成20
年度からは、中学生水の作文コンクールに水源環境賞を創設す
るなど、次世代を担う子どもたちに水源環境保全・再生の必要
性や水の大切さを知ってもらうための様々な取組を推進してお
ります。

教育局
子ども教
育支援課
高校教育
課

土地水資
源対策課

8
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12

情
報
提
供
・
啓
発
関
連
項
目

都市部に住む人にとって保全体験をす
れば良いのは分るが、たくさんの子ど
も達が遠くて行けないため、小・中学
校生の持つ意識を育てる手法を考えて
ほしい。

　都市部の学校では、森林の保全体験を身近な場所で行えない
ため、その工夫として、宿泊体験活動に併せた取組を行うなど
の例が見られます。児童・生徒や学校の実情に応じて保全体験
を推進していくことは大切なことであると考えており、情報提
供等に努めてまいります。
　また、県では、水源地域の現状と水の大切さを知ってもらう
ため、平成19年度から水源地域に住む小学生と都市地域に住む
小学生が交流を行う小学校間交流を開始するとともに、平成20
年度からは、中学生水の作文コンクールに水源環境賞を創設す
るなど、次世代を担う子どもたちに水源環境保全・再生の必要
性や水の大切さを知ってもらうための様々な取組を推進してお
ります。

教育局
子ども教
育支援課

土地水資
源対策課

13

主旨には賛成。ただし、周知活動が絶
対的に不足している。その点を頑張っ
て欲しい。

　県では、水源環境保全・再生の取組について、県の広報紙や
ホームページ、あるいは今回のような県民フォーラムや小単位
のグループの会合などに職員が直接赴き説明させていただく
「出前懇談会」などの機会を通して、情報提供を行っておりま
す。
　今後も水源環境保全・再生の取組状況について、様々な機会
を捉え、県民の皆様への分かり易い広報、情報提供に努めてま
いります。

土地水資
源対策課

14

【県民それぞれに課せられた税額がわ
からない】
個人県民・市民税納税通知書には、水
源環境税額が印字されていない。県で
は、「平均世帯で年額950円の負担」と
アナウンスしていたり、個人県民税負
担額を所得別に示した早見表を出した
り、Web上でシミュレーションできるソ
フトを公開しているが、いずれも、県
民個人個人の所得控除や税額控除が反
映されず、県民一人一人が、実際にど
れだけの税額を納付しているのか実感
がないのではないか？

　水源環境保全・再生のための個人県民税の超過課税について
は、均等割として300円、所得割として0.025％を本来の税率に
上乗せし、市町村民税と併せて納付していただいております。
超過課税は定額・定率であることから、現在のところ御負担い
ただく具体的な額をお知らせしておりませんが、いただいた御
意見は今後の参考とさせていただきます

税務課

15
そ
の
他

（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ木平氏への質問）
【丹沢大山のブナ】
これから温暖化の進行は止められない
と思われます。寒冷地向きのブナが再
生できる可能性はあるのでしょうか。
ブナに代わる樹木があるのでしょう
か。裸の山にしない為にも。

　ブナは、一旦伐採や枯損すると再生に非常に時間がかかりま
す。50年位の単位であれば再生は可能だろうと思います。５
年、10年で生えてこないからといって諦めることはなく、再生
のために、現在、県自然環境保全センターで行っているような
ブナの更新についての補助作業や観察といった努力を継続して
いくことが必要となります。
　また、木の中に価値のある木とない木といった区別はなく、
立地に合った木が生えることが第一で、温暖化の進行等により
土壌が変化した場合には、その環境に合った樹木が生えてく
る、あるいはそれを保育することもあると思います。

(ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ木平氏)

16

【水源の森林がない地域の住民が「豊
かな水・良質な水」づくりにどう協力
できるでしょうか】
水の恵みを享受するだけでなく、自ら
のアクションが水源環境保全・再生に
貢献できるために、どのようなことが
あるでしょうか？（行動、行為とし
て）

　枝打や間伐、植生保護など直接的に水源環境保全の活動に取
り組むことや、都市住民や子どもたちへ普及啓発活動など様々
な活動が考えられます。
　まずは、県や森林公社などが実施する市民参加の取組に参加
し、情報収集するなかで、ご自身にあった取組をご検討くださ
い。
　なお、平成20年度からスタートした「水源環境保全･再生市
民事業支援補助金」では、市民団体が取り組む様々な活動に財
政的な支援を行っています。活動の内容などについては県の
ホームページで公表していますので御参照ください。

土地水資
源対策課

17

（パネリスト清水氏への質問）
【県民意識の向上について】
フォーラム等に来ない人々の意識向上
は重要だが難しい。
｢水ゼミ｣の議論の中で、その具体的方
法としてどのような案が出ているのか
お聞きしたい。

　県民税（市民税）納付書に納税者個別の水源環境税額の明記
が必要だと考えます。県のホームページにおいては、早見表等
が配布されていますが、個人の所得控除や、税額控除とかとい
うのを踏まえた実際の納税額が示されないと、実感が出てきま
せん。税金を通じて水源環境の保全・再生を積極的に行ってい
るということを意識する最良の方法として、このことを学生た
ちで議論しています。

(ﾊﾟﾈﾘｽﾄ清
水氏)
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18
そ
の
他

（パネリスト清水氏への質問）
【各種取組の意識改革に関して】
学生さんの仲間うちでも無関心な人も
多くいると思われます。
この水ゼミの輪をより大きく広げる方
法とか、考えておられますか？

　「水ゼミ」に参加している学生も初めは、興味本位で入って
きます。１年間活動を通じて、神奈川県の水源環境について知
識を身に付けていきます。まずはそういった形で、輪をひろげ
ることが大事だと考えます。また、その他の学生に対しても、
他の目標を持って活動する学生たちとの横のつながり（連携）
を多くすることで、広報効果を高めるといった努力をしていま
す。

(ﾊﾟﾈﾘｽﾄ清
水氏)

19

（パネリスト松村氏への質問）
里山保全の課題が多いように感じられ
ました。
私どもは相模原市内で谷戸田を含む里
山の保全を行っていますが、この頃で
は若い人たち(ファミリー)が多く参加
するようになりました。
又、体験ツアーを募集すると反響が大
きく、対応にいつも追われています。
参加者にはいつも満足してもらってい
ます。方法の中身の工夫が大切と思い
ます。

　市民活動団体に多い課題として、世代交代がうまくいかずに
老齢化してしまうということがありますので、若い世代が関わ
りやすいような工夫が必要でしょう。よこはま里山研究所
（NORA）の場合、「里山と暮らしをつなぐ」というコンセプト
を打ち出し、里山での山仕事・野良仕事だけではなく、里山の
めぐみを暮らしに取り入れながら、生き方・暮らし方を見つめ
なおす活動も盛んにおこなっています。地産地消の食事会や料
理教室などはその一例ですが、そうした活動を展開することに
よって、多くの若い女性たちが参加しています。また、一般の
方に参加していただく場合は、お試し気分の「体験」にならな
いように、里山で本気で仕事をされている方の智恵や技にふれ
られるようにして、関わる側の気持ちや心構えが試されるよう
に工夫しています。

(ﾊﾟﾈﾘｽﾄ松
村氏)
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ボランティアとして実作業に取り組ん
でいる自分から見て、テーマが大きく
長期間かかることもあり、頭でっかち
で船頭多くして…の印象があります。
実務に参加できる環境・雰囲気を作
り、担い手が喜んで集まる方策を具体
的に実行して欲しい。

　県では、県民と協働して森林づくりを進めるため、水源の森
林づくり県民運動を展開しています。この取組の一環として、
かながわ森林づくり公社（※）が、「県民参加の森林づくり」
（間伐や下刈りなどのボランティア活動）や、「森林づくり体
験講座」（初心者のための作業体験と講座）などの催しを、年
間を通じて開催していますので、是非、ご参加ください。
　また、平成20年度から、水源環境の保全・再生に取り組む市
民参加の推進を目的とし、「水源環境保全･再生市民事業支援
補助金」による市民団体の活動に対する財政的な支援をスター
トしましたので、ご活用いただきますようお願いします。

※　平成21年4月1日以降は「(財)かながわトラストみどり財
団」が実施いたします。

森林課

土地水資
源対策課
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実行５カ年計画(第２ステージ)の立案
の際には、県民の意見をどのように吸
い上げるのか、工夫をお願いします。

　県民フォーラムをはじめ、施策事業の推進の中で、様々な機
会を活用して、県民の皆様からのご意見・ご要望を集約し、実
施可能なものについて、次期実行５か年計画(第２ステージ)に
反映してまいります。
　また、計画策定の際には、新たな５か年計画(案)についてパ
ブリックコメント等を実施し、計画策定の段階でもご意見等を
伺うことも予定しております。

土地水資
源対策課
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【小鮎川流域の養豚場問題について】
夜になると、養豚場で、豚の飼育の際
に排出される糞を、小鮎川に流すそう
です。小鮎川の３km近くは深夜に異臭
がし、問題となっています。さらに、
小鮎川は相模川へ合流し、相模川も豚
の糞で汚されます。横浜市民はこの水
を原料にして飲み水にしていると思う
と信じられません。海も汚され、魚に
まで及ぶのではないでしょうか。
この養豚場の糞処理問題の解決法は無
いのでしょうか。

　小鮎川流域において、住民から汚濁と臭気に係る苦情が出て
いることは承知しており、汚濁と臭気に関する情報提供があり
ましたらそのつど現地へ出かけ調査していますが、これまでの
ところ原因を特定するには至っておりません。
　また、流域の養豚場に対しては、「水質汚濁防止法」に基づ
く立入検査で排出水の採水・検査を行っていますが、分析結果
は「水質汚濁防止法」の排水基準に適合しています。
　なお、平成１９年４月、養豚場の貯水池が決壊し小鮎川に黒
色の濁水が流れ出すという水質事故がおきましたので、県とし
て、その養豚場に対し「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用
の促進に関する法律」に基づく改善計画の提出を求め、２０年
３月に問題の貯水池は解消し、改善計画は完了しました。
　今後とも、小鮎川の汚濁と臭気の問題につきましては、原因
究明に向けた調査を継続してまいります。
　また、養豚場につきましては、「水質汚濁防止法」や「家畜
排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」等に基
づき、適切に指導してまいります。

畜産課
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